
様式第１号の２（第１条の２関係） 

（表） 

  ７．５センチメートル 

 

 

 第     号 

 

交付    年  月  日  

 

確認証（小児用の車）  

 

 

 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第１条第２

項第１号の規定に基づき、下記の利用者が下記の小児用の車を用いて特

定の経路を通行させ、又は特定の方法により通行させて利用することを

確認する。 

 

警察署長 □印  

 

記 

 

１ 利用者 

  住所 

氏名               電話番号      

２ 小児用の車を通行させる経路又は方法 

  裏面に記載 

３ 小児用の車の概要 

⑴ 小児用の車の名称 

⑵ 型式 

⑶ 製品番号 

⑷ 小児用の車の大きさ 

長さ         センチメートル 

幅          センチメートル 

高さ         センチメートル 

⑸ その他特定事項 

注意事項 

１ 確認を受けた小児用の車を道路で利用するときは、必ずこの確認証

を携帯してください。 

２ 確認を受けた小児用の車の利用をやめたときは、速やかに確認証を

返納してください。  
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（裏） 

 

小児用の車を通行させる経路又は方法 

 


